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証券コード:4248
平成29年３月９日

株 主 各 位
東京都台東区西浅草一丁目５番15号

（本社 東京都台東区松が谷二丁目21番５号）

竹 本 容 器 株 式 会 社

代表取締役社長 竹 本 笑 子
　

第66期定時株主総会招集ご通知
　

拝啓 ますますご清栄のこととご拝察いたします。
　さて、当社第66期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますよ
うご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、
お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に
議案に対する賛否をご表示いただき、平成29年３月27日（月曜日）午後５時30分までに到着
するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

　
【株主総会のお土産について】

　本年の定時株主総会におきましても、昨年同様株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意
はいたしておりませんので、ご了承賜りますようお願い申しあげます。

敬 具

記
　
1. 日 時 平成29年３月28日（火曜日） 午前10時00分
2. 場 所 東京都台東区西浅草三丁目17番１号

浅草ビューホテル４階 「飛翔の間」
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3. 目 的 事 項
報 告 事 項 1．第66期（平成28年１月１日から平成28年12月31日まで）事業報告及び

連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結
果報告の件

2．第66期（平成28年１月１日から平成28年12月31日まで）計算書類報告
の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項
　代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主１名を代理人として株
主総会にご出席いただくことが可能です。ただし、代理権を証明する書類の提出が必要とな
りますのでご了承ください。

以 上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申

しあげます。
◎株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット

上の当社ウェブサイト（アドレスhttp://www.takemotokk.co.jp）に掲載させていただきます。
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（添付書類）
事 業 報 告

（自 平成
至 平成

28
28

年
年

１
12

月
月

１
31

日
日）

　
　１．経営成績・財政状態に関する分析

　（１）経営成績に関する分析

（当期の経営成績）
　当連結会計年度（平成28年１月１日から平成28年12月31日まで）におけるわが国経済
は、日銀によるマイナス金利政策の導入や政府の経済政策の効果により企業収益や雇用環境
の改善がみられましたが、原油価格、為替、株価などが急激かつ大きな動きを見せ、イギリ
ス、アメリカなどでの政治情勢の変動や金融変動、中国をはじめとする新興国経済の減速な
どにより景気の先行き不透明感は強まりました。
　このような状況において、当社グループは開発提案型ボトルパッケージングメーカーとし
て自社で容器の企画、設計を行い、容器を製造するための金型を自社で保有している、いわ
ゆるスタンダードボトルを軸としてお客様が必要とする容器を必要な数だけ提供する営業活
動、並びにお客様が金型投資を行うカスタムボトルの分野では当社スタンダードボトルの開
発実績を生かした提案活動を積極的に展開いたしました。海外市場では、昨年オランダに販
売子会社を設立した欧州市場に続き、平成25年に駐在員事務所を設立していたタイに販売
子会社を設立し、本格的な営業活動を開始しております。
　また、製品開発・供給面では平成28年12月末のスタンダードボトル用金型を3,065型と
して当社グループが提供可能な製品ラインナップを拡充するとともに、日本国内における製
品供給体制の強化のため、結城事業所の生産棟増設と岡山工場の新設による大阪に所在した
工場の移転拡張という二つの施策を実施いたしました。すなわち、同一工業地域内ながら、
少し離れた場所に所在した印刷専門工場を、容器成形を行っている結城事業所内に新たな生
産棟を増設し、平成28年5月に移転・統合することで容器成形工程と印刷・二次加工工程の
連携強化を行いました。また、おもに食品向けの製品を多く生産していた大阪ブロー工場が
手狭となったことから、よりクリーンな生産環境を整え、かつ、今後の増産や少量多品種の
生産対応だけでなく、比較的数量の多い生産も効率的に実現していくための拠点として平成
28年10月に岡山県勝田郡奈義町に岡山事業所を設置し同年11月より本格的な生産を開始し
ております。
　この結果、当期の業績につきましては、日本と中国の両市場において化粧品・ヘアケア
製品向けなどの分野を中心に引き続き多くの受注を獲得できた一方で、年初からの円高の進
行により中国子会社の業績の円換算額が減少いたしましたため、当連結会計年度の売上高は
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127億99百万円（前年同期比4.7％増）となりました。
　一方、年半ばにかけての原油価格の低下もあり、原材料費は前期並みの金額で推移したも
のの、平成27年12月期において日本国内の減価償却費を定率法から定額法に変更したこと
により減価償却費計上額が軽減されていた効果が無くなったことなどから売上原価率は1.2
ポイント増となりました。しかしながら、引き続き販売費及び一般管理費の伸びの抑制に努
めたことから、連結営業利益は12億59百万円（前年同期比0.7％増）、連結経常利益は12億
79百万円（前年同期比0.3％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は8億36百万円（前年
同期比1.1％増）となりました。
　
販売先主要事業内容ごとの販売実績並びに地域別の売上高は次の通りです。
（販売実績）

区分
前連結会計年度 当連結会計年度

増減額
(百万円) 増減率(％)金額

(百万円) 構成比(％) 金額
(百万円) 構成比(％)

化粧・美容 7,112 58.2 7,889 61.6 776 10.9

日用・雑貨 557 4.6 625 4.9 68 12.3

食品・健康食品 1,012 8.3 1,154 9.0 142 14.0

化学・医薬 580 4.7 609 4.8 29 5.0

卸、その他 2,959 24.2 2,520 19.7 △438 △14.8

計 12,221 100.0 12,799 100.0 577 4.7
　
また、地域ごとの売上高は次のとおりです。

区分
前連結会計年度 当連結会計年度

増減額
(百万円) 増減率(％)金額

(百万円) 構成比(％) 金額
(百万円) 構成比(％)

日本 9,079 74.3 10,044 78.5 964 10.6

中国 2,821 23.1 2,471 19.3 △349 △12.4

その他 320 2.6 283 2.2 △36 △11.5

計 12,221 100.0 12,799 100.0 577 4.7

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
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（2）設備投資等の状況
　当連結会計年度における設備投資額（キャッシュ・フローベース）は22億5百万円であり
ます。

（3）資金調達の状況
　当連結会計年度における設備投資の所要資金は、自己資金及び借入金にて賄っており、
金融機関より16億70百万円の借入れを行っております。

（4）対処すべき課題
　当社グループは、日本と中国の生産拠点において、「商品の価値や個性を強める容器や内
容物を安全に包み保存する容器」の開発・提供を行っていますが、特に当社グループが日本
と中国で保有する金型で生産しているスタンダードボトルを軸とした当社のビジネスモデル
の推進においては、新製品開発体制の強化、国内外の生産体制強化並びに安定生産の確保、
営業力強化の３つの要素が重要であると認識しており、以下の取り組みを行っております。
　
① 新製品開発体制の強化

2016年12月期においては日本と中国で195型の自社金型と顧客の注文による金型（特注
型）を39型開発いたしましたが、金型設計ならびに中国子会社における金型製作体制をさら
に強化していくことで2019年には400型超の金型開発を行う計画です。
　また、製品の品揃えという観点では、化粧品、食品、医薬品分野向けにデザイン性や機能
性の高い包装容器の研究開発ならびに新製品開発を継続してまいります。
　
② 国内外の生産体制強化並びに安定生産の確保
　スタンダードボトルを軸としたビジネスモデルを展開する当社グループにおいては、少量
多品種への生産対応を中心として生産設備を増強してまいりましたが、スタンダードボトル
ニーズの広がりにより、従来と比較して多くの数量に対する需要が増加しています。このた
め多品種の対応を行いつつも、量産対応の可能な生産体制の構築が必要と認識しています。
　金型の増加に伴いグループとしての成形、印刷、二次加工といった生産工程の増強も必要
となります。カスタマイズ化の効率化を高めるため、2016年５月には結城事業所内で印刷、
二次加工を行うための生産棟を増設いたしました。さらに2016年10月には手狭となった大
阪ブロー工場の機能を拡張し、よりクリーンな生産環境を整えた岡山事業所を岡山県勝田郡
奈義町に設置し、主に食品向け容器の生産を行っていきます。また、海外では、2016年８
月にインドに子会社を設立し、将来のインド国内の需要増加に対応していくための生産拠点
建設の準備をすすめていく予定です。
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③ 営業力強化
　現在積極的な営業活動を展開している日本、中国では新製品を含めた製品情報を的確に市
場にお伝えし、顧客のニーズをくみ上げる営業活動を継続してまいります。
　さらに米国子会社、オランダ子会社では積極的なマーケティング・営業活動を継続すると
ともに、2016年４月に設立し７月より活動したタイ子会社でも東南アジアの地域に対して
営業活動を行っており、中国以外の海外市場の売上増加に取組んでおります。
　

(5) 財産及び損益の状況の推移
① 企業集団の財産及び損益の状況

区分 第63期
平成25年12月期

第64期
平成26年12月期

第65期
平成27年12月期

第66期
（当連結会計年度）

平成28年12月期
売 上 高（千円） 10,017,105 11,062,003 12,221,168 12,799,150
経 常 利 益（千円） 813,688 879,994 1,275,930 1,279,603
親会社株主に帰属する当期純利益（千円） 592,199 581,381 827,620 836,959
１株当たり当期純利益 （円） 115円56銭 112円97銭 145円65銭 147円30銭
純 資 産（千円） 3,783,753 5,077,411 5,575,458 6,001,378
総 資 産（千円） 8,434,238 10,107,636 10,956,819 12,646,394

(注) 当社は、平成26年９月12日を効力発生日として普通株式１株につき10株の株式分割を行っております。
このため、第63期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり当期純利益を算定しておりま
す。

　
② 当社の財産及び損益の状況

区分 第63期
平成25年12月期

第64期
平成26年12月期

第65期
平成27年12月期

第66期
(当事業年度)

平成28年12月期
売 上 高（千円） 7,885,179 8,652,744 9,158,594 10,170,985
経 常 利 益（千円） 347,798 520,000 784,580 823,997
当 期 純 利 益（千円） 589,935 330,865 481,219 522,875
１株当たり当期純利益 （円） 115円12銭 64円29銭 84円69銭 92円02銭
純 資 産（千円） 2,332,903 3,091,276 3,396,556 3,758,950
総 資 産（千円） 6,087,427 7,311,638 8,125,837 9,875,767

(注) 当社は、平成26年９月12日を効力発生日として普通株式１株につき10株の株式分割を行っております。
このため、第63期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり当期純利益を算定しておりま
す。
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（6）重要な子会社の状況（平成28年12月31日現在）
会社名 資本金 当社の出資比率 主要な事業内容

株 式 会 社 共 栄 プ ラ ス コ 30,749千円 100.0％ 倉庫管理・配送業・不動産管理業
上 海 竹 本 容 器 包 装 有 限 公 司 423万米ドル 100.0％ プラスチック容器製造・販売業
竹 本 容 器 （昆 山） 有 限 公 司 510万米ドル 100.0％ プラスチック容器製造業
Takemoto Packaging Inc. 60万米ドル 100.0％ プラスチック容器販売業
Takemoto Netherlands B.V. 11万ユーロ 100.0％ プラスチック容器販売業・市場調査
Takemoto Packaging (Thailand) Co., Ltd. 1,000万バーツ 100.0％ プラスチック容器販売業
TAKEMOTO YOHKI INDIA PRIVATE LIMITED 1,000万ルピー 100.0％ プラスチック容器製造・販売業

　

（注）１. 連結対象会社は、上記の重要な子会社の状況に記載の７社であります。
２. Takemoto Packaging (Thailand) Co., Ltd.は平成28年４月27日に設立しております。
３. TAKEMOTO YOHKI INDIA PRIVATE LIMITEDは平成28年８月31日に設立しております。
４. 出資比率については、自己株式を除いて算出しております。

　

（7）主要な事業内容（平成28年12月31日現在）
　当社グループは、プラスチック製等の包装容器の製造及び販売を行っております。

（8）主要な営業所及び事業所（平成28年12月31日現在）
名称 所在地 名称 所在地

本 社 東 京 都 台 東 区 プ ラ ス コ 事 業 所 北 海 道 空 知 郡
合 羽 橋 シ ョ ー ル ー ム 東 京 都 台 東 区 岡 山 事 業 所 岡 山 県 勝 田 郡
大 阪 営 業 所 大 阪 府 大 阪 市 西 区 株 式 会 社 共 栄 プ ラ ス コ 茨 城 県 結 城 市
福 岡 営 業 所 福岡県福岡市中央区 上海竹本容器包装有限公司 中 国
名 古 屋 営 業 所 愛知県名古屋市中区 竹 本 容 器 （昆 山） 有 限 公 司 中 国
結 城 事 業 所 茨 城 県 結 城 市 Takemoto Packaging Inc. ア メ リ カ
吉 川 事 業 所 埼 玉 県 吉 川 市 Takemoto Netherlands B.V. オ ラ ン ダ
ジ ェ イ ･ ト ム 事 業 所 富 山 県 中 新 川 郡 Takemoto Packaging

(Thailand) Co., Ltd. タ イ

ジ ェ イ ・ プ ラ 事 業 所 北 海 道 旭 川 市 TAKEMOTO YOHKI INDIA
PRIVATE LIMITED イ ン ド
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（9）従業員の状況（平成28年12月31日現在）
従業員数 前連結会計年度末比増減

910名 24名増
（注）上記従業員数には、臨時従業員（パートタイマー、嘱託、顧問）279名は含んでおりません。

（10）主要な借入先及び借入額（平成28年12月31日現在）
借入先 借入額(千円）

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,084,067
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,070,430
株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 744,803
株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 255,897
株 式 会 社 中 国 銀 行 94,996
合 計 3,250,193
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2. 会社の株式に関する事項（平成28年12月31日現在）
（1）発行可能株式の総数 20,498,800株
（2）発行済株式の総数 5,682,200株
（3）株主数 3,405名
（4）大株主

株主名(上位10名） 持株数（株） 持株比率（％）

竹 本 笑 子 1,685,000 29.65
若 竹 持 株 会 395,700 6.96
竹 本 え つ こ 305,100 5.37
日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト
信託銀行株式会社（信託口） 292,900 5.15

竹 本 雅 英 290,000 5.10
深 澤 隆 弘 265,400 4.67
竹 本 力 227,000 3.99
日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口） 172,300 3.03

深 澤 英 里 子 110,000 1.94
山 本 健 人 101,000 1.78

　（注）持株比率は、自己株式（40株）を控除して計算しております。
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3. 会社の新株予約権等に関する事項
（1）当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況
　 （平成28年12月31日現在）
新株予約権の名称 第１回新株予約権（2016年株式報酬型）

新株予約権の発行決議日 平成28年４月20日

新株予約権の数 53個
新株予約権の目的である株式の種類
および数

普通株式 5,300株
(新株予約権１個につき100株）

新株予約権の払込金額 無償

新株予約権の行使価格 1株当たり１円

新株予約権の行使期間 平成28年５月13日から平成68年５月12日まで

役員の
保有状況

取締役
（監査等委員を除く）

新株予約権の数：53個
株式数 ：5,300株
保有者数：５名

(注)１．取締役（監査等委員）および社外取締役には、新株予約権を割当てておりません。
２．新株予約権者は、新株予約権の払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺してお

ります。
３．新株予約権の行使の条件は次のとおりです。

　 ① 新株予約権者は、上記行使期間内において、当社及び当社子会社のいずれの地位をも喪失した日の
翌日から10日 （10日目が休日に当たる場合には翌営業日）を経過する日までの間に限り、新株予約
権を一括してのみ行使できるものとする。

　 ② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができ
る。

　 ③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるとこ
ろによる。
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（2）当事業年度中に職務執行の対価として従業員等に交付した新株予約権の状況

新株予約権の名称 第１回新株予約権
（2016年株式報酬型）

第２回新株予約権
（2016年税制適格型）

新株予約権の発行決議日 平成28年４月20日 平成28年４月20日

新株予約権の数 37個 170個
新株予約権の目的である
株式の種類および数

普通株式 3,700株
(新株予約権１個につき100株）

普通株式 17,000株
(新株予約権１個につき100株）

新株予約権の払込金額 無償 新株予約権と引換えに金銭の払込み
は要しない

新株予約権の行使価格 1株当たり１円 1株当たり1,679円

新株予約権の行使期間 平成28年５月13日から
平成68年５月12日まで

平成34年５月12日から
平成38年４月20日まで

従業員等への
交付状況

当社執行役員
新株予約権の数：34個
株式数 ：3,400株
交付者数：６名

該当者なし

当社従業員 該当者なし
新株予約権の数：168個
株式数 ：16,800株
交付者数：84名

当社子会社
取締役

新株予約権の数：３個
株式数 ：300株
交付者数：１名

該当者なし

当社子会社
従業員 該当者なし

新株予約権の数：２個
株式数 ：200株
交付者数：１名
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4. 会社役員に関する事項
（1）取締役の氏名等（平成28年12月31日現在）

地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況
代 表 取 締 役 社 長 竹 本 笑 子

常 務 取 締 役 深 澤 隆 弘
上海竹本容器包装有限公司 董事長
竹本容器（昆山）有限公司 董事長
Takemoto Packaging Inc. President

取 締 役 丸 山 正 基 ジェイ・プラ事業所長兼プラスコ事業所長
取 締 役 竹 本 え つ こ Takemoto Netherlands B.V. President
取 締 役 戸 田 琢 哉 管理部門統括兼経営企画室長
取 締 役 （監 査 等 委 員） 穴 田 信 次
取 締 役 （監 査 等 委 員） 田 中 達 也 弁護士 熊谷・田中・津田法律事務所 パートナー
取締役（常勤監査等委員） 石 川 雅 郎
取 締 役 （監 査 等 委 員） 二 宮 洋

　

(注)１．取締役（監査等委員）穴田信次氏、田中達也氏、石川雅郎氏及び二宮洋氏は、会社法第２条第15号に
定める社外取締役であります。

２．当社の監査等委員会については次のとおりであります。
取締役石川雅郎氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事
情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ること
により得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。

３．取締役（監査等委員）田中達也氏は弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有して
おります。

４．取締役（監査等委員）石川雅郎氏及び二宮洋氏は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計
に関する相当程度の知見を有しております。

５．取締役（監査等委員）穴田信次氏及び二宮洋氏は、東京証券取引所から確保が義務付けられた独立役員
として同取引所に届け出ております。

６．監査役伊藤茂光氏は、平成28年３月29日開催の第65期定時株主総会終結の時をもって退任いたしまし
た。
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（2）責任限定契約の内容の概要
　当社は、役員として有用な人材を迎えることができるよう、現行定款において、取締役

（業務執行取締役等である者を除く。）との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定
する旨を定めています。これにより取締役（監査等委員）石川雅郎氏、穴田信次氏、二宮洋
氏及び田中達也氏との間で、当該責任限定契約を締結しています。
その内容は次の通りであります。
　当社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等である者を除
く。）との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することがで
きます。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としています。

（3）取締役及び監査役の報酬等の額
　

　 区分 　 支給人員 　 報酬等の額
取締役（監査等委員を除く）

（うち社外取締役）
7名

（ 2名）
109百万円

（ 2百万円）
取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

4名
（ 4名）

13百万円
（13百万円）

監査役
（うち社外監査役）

3名
（ 2名）

2百万円
（ 2百万円）

合計 14名
( 8名）

126百万円
　 （18百万円）

(注)１．上記のほか、海外の当社連結子会社に常駐している取締役２名に対して、それぞれ当該連結子会社より
総額7百万円の報酬を支給しております。

２．上記報酬等の額には、ストック・オプションとして付与した新株予約権に係る当事業年度中の費用計上
額（取締役（監査等委員を除く）5百万円）を含んでおります。

３．当社は、平成28年３月29日開催の第65期定時株主総会において、付議いたしました第２号議案（定款
一部変更の件）が承認可決され、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

４．上記監査役の支給人員には、平成28年３月29日開催の第65期定時株主総会終結の時をもって退任した
監査役１名を含んでおります。

　
（4）社外役員に関する事項

① 重要な兼職先である法人等と当社との関係
　該当事項はございません。
② 主要取引先等特定関係事業者との関係
　該当事項はございません。
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③ 当事業年度における主な活動状況
社外取締役（監査等委員）穴田信次氏及び田中達也氏は、16回中16回全ての取締役会に

出席し、また、監査等委員会設置会社移行後に開催された10回中10回全ての監査等委員会
に出席し、それぞれ専門的見地から適時必要な発言を行っております。

社外取締役（監査等委員）石川雅郎氏及び二宮洋氏は、16回中16回全ての取締役会に出
席し、また、監査等委員会設置会社移行前に開催された３回中３回全ての監査役会に出席、
監査等委員会設置会社移行後に開催された10回中10回全ての監査等委員会に出席し、それ
ぞれ専門的見地から適時必要な発言を行っております。
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5. 会計監査人の状況
（1）名称 新日本有限責任監査法人

（2）報酬等の額
　

支払額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 19,000千円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利
益の合計額 19,000千円

　

(注)１. 監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、社内
関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前
の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につ
き、会社法第399条第１項の同意を行っております。

２. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監
査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人
の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

　
(3) 非監査業務の内容

　当社は会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項以外の業務を委託しておりませ
ん。

　
（4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第一項各号に定める項目に該当すると認め
られる場合は、監査等委員の全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、監
査等委員会は、会計監査人の職務遂行状況等を総合的に判断し、監査の適正性及び信頼性が
確保できないと認めたときは、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議
案の内容を決定いたします。

　
（5) 会計監査人が受けていた業務停止処分

　金融庁が平成27年12月22日付で発表した処分等の内容の概要は以下のとおりです。
　

① 処分対象
　 新日本有限責任監査法人
② 処分の内容

　業務改善命令（業務管理体制の改善）
　 ３ヶ月間の業務の一部停止命令（契約の新規の締結に関する業務の停止）
　 （平成28年1月1日から平成28年3月31日まで）
　 併せて、同日、約21億円の課徴金納付命令に係る審判手続開始を決定
③ 処分の理由
　 ア 株式会社東芝の平成22年３月期、平成24年３月期及び平成25年３月期における財務書類

　 の監査において、同監査法人の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のない
　 ものとして証明したため
　 イ 同監査法人の運営が著しく不当と認められたため
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６．会社の体制および方針
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他の業務
の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

（1）取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　当社は、「コンプライアンス規程」を制定し、全役員及び全従業員に周知徹底させるとと
もに、その遵守を求め、コンプライアンス意識の向上のために、外部から講師を招聘するな
どの施策を講じております。また、必要に応じてその内容を見直し、追加及び修正しており
ます。
　内部監査担当は、当社各部門ならびに子会社各社に対して網羅的に内部監査を実施し、法
令、定款及び社内諸規程等への準拠性を監査し、定期的に取締役会及び監査等委員会に報告
しております。さらに、法令上、疑義のある行為などに関する相談又は通報の適正な処理の
仕組みとして通報窓口を設置して、法令遵守の実効性を高めております。
　

（2）取締役及び執行役員の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会・取締役会のほか重要な会議の意思決定や各取締役が「業務分掌規程」及び「職

務権限規程」に基づいて行なった決裁、取締役の職務執行に係る情報について、取締役会の
議事録、稟議書等を作成し、法令及び「文書管理規程」に定められた期間、適切に保存及び
管理しております。

（3）損失の危機管理に関する規程その他の体制
「職務権限規程」、「職務分掌規程」、「組織規程」及びその他の社内規程に基づき、取締役な
らびに部門長権限を付与された責任者が担当分掌範囲において責任を持ってリスク管理体制
を構築しており、リスク管理の観点から特に重要な事項が生じた場合等については、取締役
会の決議により、規程の制定及び改廃を行なう体制となっております。

（4）取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
　取締役会は経営方針・戦略の意思決定機関であり、取締役９名で構成されており、法令及
び「取締役会規程」で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定し、その業務執
行状況を監督するため、取締役会を定例（毎月１回）及び臨時に開催しております。
　また、取締役が職務の執行を妥当かつ効率的に行なう基礎となる経営情報等を得るため、
毎月社内各部門及び子会社の業務執行状況について、取締役会に先立って月次報告書を作成
し、社内限定のグループウェアを通じて取締役のほか部門長にも共有されております。
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（5）監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関
する事項
　当社は、当社の企業規模から、監査等委員会の職務を補助すべき専任の使用人を置いてお
りません。ただし、監査等委員会は監査業務に必要な事項を経理部または総務部に依頼する
ことができることとなっております。

（6）前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
　監査等委員会より監査等委員会を補助することの要請を受けた場合、経理部または総務部
の使用人はその要請に関して取締役及び上長の指揮命令を受けません。また、当該使用人の
任命、人事異動及び人事評価には常勤監査等委員の同意を必要とします。

（7）取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に
関する体制、その他監査等委員会の監査が効率的に行なわれることを確保するための体制
　監査等委員会は、いつでも取締役及び使用人に対して報告及び情報の提供を求めることが
でき、取締役及び使用人は、監査等委員会から報告及び情報提供を求められた場合は、遅滞
なく情報提供等ができるように、監査等委員会監査の環境整備に努めております。また、監
査等委員会は、代表取締役と定期的に意見交換を行ない、併せて内部監査担当及び会計監査
人と定期的に協議会を開催し、監査の方法及び監査結果等について報告を受け、相互に連携
を図っております。

（8）財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
　金融商品取引法の定めに基づき、財務報告の信頼性と適正性を確保するために、全社統
制、業務プロセスの統制を強化する内部統制システムを構築・運用・評価し、不備があれば
是正する体制を構築しております。

（9）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び体制
　「反社会的勢力排除に関する規程」を制定し、いかなる場合においても反社会的勢力に対
し毅然とした姿勢をもって対峙し、その不当な要求に対しては関係機関とも連携のうえ、こ
れに応じないことの徹底を図ることとしています。
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７. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　

　当社では、上記に掲げた業務の適正を確保するための体制を整備しておりますが、当事業
年度（平成28年1月1日から平成28年12月31日）において以下の具体的な取り組みを行っ
ております。

① 主な会議の開催状況として、取締役会は16回開催され、取締役の職務執行の適法性を確
保し、取締役の職務執行の適法性及び効率性を高めるために、当社と利害関係を有しない
社外取締役が全てに出席致しました。その他監査役会は３回、監査等委員会は10回、コン
プライアンス委員会は2回開催致しました。

　
② 監査等委員は、監査等委員会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、当

社代表取締役社長及び他の取締役、内部監査担当者、会計監査人との間で意見交換会を実
施し、情報交換等の連携を図っております。

　
③ 内部監査担当者は、内部監査活動計画に基づき、当社の各部門の業務執行及び子会社の

業務の監査、内部統制監査を実施いたしました。
　

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

　(注）本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成28年12月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資産の部） （負債の部）
流動資産 5,661,400 流動負債

　支払手形及び買掛金

　1年内返済予定の長期借入金

　未払法人税等

　その他

固定負債

　長期借入金

　退職給付に係る負債

　資産除去債務

3,702,562

2,009,347

567,791

204,893

920,529

2,942,454

2,682,402

255,156

4,895

　現金及び預金 1,699,101
　受取手形及び売掛金 2,716,787
　商品及び製品 862,772
　仕掛品 30,799
　原材料及び貯蔵品 181,296
　繰延税金資産 86,805
　その他 84,772
　貸倒引当金 △935
固定資産 6,984,993
　有形固定資産 6,492,355
　 建物及び構築物 4,282,956
　 減価償却累計額 △962,711

建物及び構築物（純額） 3,320,244
　 機械装置及び運搬具 4,047,472
　 減価償却累計額 △2,574,576 負債合計 6,645,016

機械装置及び運搬具(純額） 1,472,895 （純資産の部）
　 工具、器具及び備品 379,928 株主資本

　資本金
　資本剰余金
　利益剰余金
　自己株式
その他の包括利益累計額
　その他有価証券評価差額金
　為替換算調整勘定

退職給付に係る調整累計額

新株予約権

5,626,261
332,059
558,860
4,735,429

△87
364,792

1,911
381,118

△18,237

10,323

　 減価償却累計額 △268,001
工具、器具及び備品（純額） 111,927

　 金型 4,549,228
　 減価償却累計額 △3,945,807
　 金型（純額） 603,420
　 土地 856,334
　 建設仮勘定 127,533
　無形固定資産 249,740
　投資その他の資産 242,897
　 投資有価証券 5,526
　 繰延税金資産 82,167
　 その他 155,752
　 貸倒引当金 △548 純資産合計 6,001,378

資産合計 12,646,394 負債・純資産合計 12,646,394
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連 結 損 益 計 算 書
（自 平成

至 平成
28
28

年
年

１
12

月
月

１
31

日
日）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 12,799,150
売 上 原 価 8,925,175
　 売 上 総 利 益 3,873,975
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,614,794
　 営 業 利 益 1,259,180
営 業 外 収 益
　 受 取 利 息 5,319
　 受 取 配 当 金 144
　 助 成 金 収 入 18,391
　 そ の 他 21,655 45,510
営 業 外 費 用
　 支 払 利 息 17,114
　 為 替 差 損 5,400
　 そ の 他 2,572 25,086
経 常 利 益 1,279,603
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 798 798
特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 151
固 定 資 産 除 却 損 41,203
減 損 損 失 9,029 50,384

　 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,230,017
　 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 413,288

法 人 税 等 調 整 額 △20,230 393,058
当 期 純 利 益 836,959
親会社株主に帰属する当期純利益 836,959
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連結株主資本等変動計算書
（自 平成

至 平成
28
28

年
年

１
12

月
月

１
31

日
日）

（単位：千円）
株主資本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 332,059 558,860 4,068,934 △87 4,959,766
当期変動額

剰余金の配当 △170,464 △170,464
親会社株主に帰属する
当期純利益 836,959 836,959

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － 666,494 － 666,494
当期末残高 332,059 558,860 4,735,429 △87 5,626,261

その他の包括利益累計額
新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金
為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 2,252 625,060 △11,621 615,691 － 5,575,458
当期変動額

剰余金の配当 △170,464
親会社株主に帰属する
当期純利益 836,959

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △340 △243,942 △6,615 △250,899 10,323 △240,575

当期変動額合計 △340 △243,942 △6,615 △250,899 10,323 425,919
当期末残高 1,911 381,118 △18,237 364,792 10,323 6,001,378
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連 結 注 記 表
　
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記
(1) 連結の範囲に関する事項

すべての子会社を連結しております。
連結子会社数 ７社
連結子会社の名称
株式会社共栄プラスコ
上海竹本容器包装有限公司
竹本容器(昆山)有限公司
TAKEMOTO PACKAGING INC.
Takemoto Netherlands B.V.
TAKEMOTO PACKAGING (THAILAND) CO., LTD.
TAKEMOTO YOHKI INDIA PRIVATE LIMITED

当 連 結 会 計 年 度 に TAKEMOTO PACKAGING (THAILAND) CO., LTD. と TAKEMOTO YOHKI
INDIA PRIVATE LIMITEDを新たに設立し連結の範囲に含めております。

(2) 持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

(4) 会計方針に関する事項
①重要な資産の評価基準及び評価方法

イ.有価証券
その他有価証券
時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定）を採用しております。
時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。
ロ.たな卸資産

商品及び製品、仕掛品、原材料
主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算

定）を採用しております。
貯蔵品

最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）を採用してお
ります。
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②重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ.有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
　

建物及び構築物 ２～26年
機械装置及び運搬具 ２～12年
工具、器具及び備品 ２～20年
金型 ２～５年

ロ.無形固定資産(リース資産を除く）
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間

（２～５年）に基づく定額法を採用しております。
ハ.リース資産
　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
ニ.長期前払費用

　均等償却によっております。
③重要な引当金の計上基準

貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
④退職給付に係る会計処理の方法

　 イ.退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい

ては、給付算定式基準によっております。
ロ.数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

　 ハ.小規模企業等における簡便法の採用
一部の連結子会社については、期末自己都合要支給額を退職給付債務とする簡便法を適用しておりま

す。
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⑤重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し

ております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収
益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含め
ております。

⑥その他連結計算書類作成のための重要な事項
　消費税等の会計処理

税抜方式によっております。
　
２．会計方針の変更に関する注記

（会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更）
「企業結合に関する会計基準」（企業結合基準第21号平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会

計基準」（企業会計基準第22号平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準
第７号平成25年９月13日）等を当連結会計年度から適用し、当期純利益等の表示の変更及び少数株主持
分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。

　
３．会計上の見積りの変更に関する注記

（固定資産の耐用年数の変更）
当社は、平成28年２月23日開催の取締役会において、岡山新工場の建設（大阪ブロー工場からの移転）

を決議致しました。これにより、利用不能となる一部の有形固定資産について耐用年数を変更しておりま
す。なお、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は、それぞれ15,246千円
減少しております。
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４．連結貸借対照表に関する注記
(1) 担保資産及び担保付債務

①担保に供している資産
建物及び構築物 217,777千円
土地 198,900千円
　計 416,677千円

　
②担保付債務

１年内返済予定の長期借入金 89,512千円
長期借入金 166,385千円
　計 255,897千円

　
(2) 連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

　なお、当連結会計年度末日は金融機関が休日であったため、連結会計年度末日満期手形が当連結会計年度
末残高に含まれております。

受取手形 82,886千円
　
(3) 運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行７行と貸出コミットメントライン契約及び当座貸越契約を締

結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
貸出コミットメントライン及び当座貸越極度額の総額 2,235,200千円
借入実行残高 －千円
差引額 2,235,200千円
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５．連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 発行株式数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 5,682,200 － － 5,682,200
　
(2) 配当に関する事項

①配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり
配当額(円） 基準日 効力発生日

平成28年３月29日
定時株主総会 普通株式 90,914千円 16.00 平成27年12月31日 平成28年3月30日

平成28年８月10日
取締役会 普通株式 79,550千円 14.00 平成28年6月30日 平成28年9月5日

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議予定 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 １株当たり
配当額 基準日 効力発生日

平成29年３月28日
定時株主総会 普通株式 90,914千円 利益剰余金 16円00銭 平成28年

12月31日
平成29年
３月29日

　
(3) 当連結会計年度末の新株予約権(権利行使期間の初日が到来していないものを除く)の目的となる

株式の種類及び数
普通株式 9,000株
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６．金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については安全性の高い金融資産で運用し、資金調達については、設備投資計画に照ら

して、主に銀行借入によっております。
②金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、
取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、回収遅延債権については、個別に把握及び対応を行う
体制としております。また、売掛債権管理規程に従い、取引先の信用状況を定期的に把握し、財務状況の悪
化等による回収懸念の早期把握や軽減に努めております。

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企
業の株式であり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが４ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で10年であり

ます。借入金は、主に固定金利による調達により、金利の変動リスクを抑制しております。
③金融商品に係るリスク管理体制

イ.信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は売掛債権管理規程に従い、営業債権について営業部業務担当が主要な取引先の状況を定期的にモ

ニタリングして取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の
早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、同様の管理を行っております。
ロ.市場リスクの管理

投資有価証券については、定期的に時価又は発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、また、満期
保有目的の債券以外のものについては、取引先企業との関係を勘案して保有状況を定期的に見直しており
ます。
ハ.資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、各部門からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・更新することによって、流動性
リスクを管理しております。

④金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
用することにより、当該価額が変動することがあります。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する

ことが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注２)を参照ください)。
　

連結貸借対照表計上額
(千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

(1)現金及び預金 1,699,101 1,699,101 －

(2)受取手形及び売掛金 2,716,787

貸倒引当金（※１） △935

2,715,851 2,715,851 －

(3)投資有価証券

　その他有価証券 5,526 5,526 －

資産計 4,420,479 4,420,479 －

(1)支払手形及び買掛金 2,009,347 2,009,347 －

(2)長期借入金（※２） 3,250,193 3,249,000 △1,192

負債計 5,259,540 5,258,347 △1,192
（※１）受取手形及び売掛金に個別計上している貸倒引当金を控除しております。
（※２）１年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
　
（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産

(1) 現金及び預金 (2) 受取手形及び売掛金
これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており

ます。
(3) 投資有価証券

これらの時価は、取引所の価格によっております。
負 債

(1) 支払手形及び買掛金
これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており

ます。
(2) 長期借入金

固定金利による借入金については、ＤＣＦ法を用いた（割引金利を「リスク・フリー・レート＋スプレ
ッド」とする計算方法）将来キャッシュ・フローの現在価値を合計し、時価を算定しております。

変動金利による借入金については、金利が一定期間ごとに更改される条件となっているため、時価は帳
簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
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（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
　 (単位：千円）

区分

非上場株式 0
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため「(3)投資有価証券」

については含めておりません。
　
７．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 1,054.36円

１株当たり当期純利益金額 147.30円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 147.17円
　
８．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表
（平成28年12月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額
（資産の部） （負債の部）

流動資産 4,595,354 流動負債
　支払手形
　買掛金

1年内返済予定の長期借入金
　未払金
　未払費用
　未払法人税等
　前受金
　預り金
　設備関係支払手形
　その他
固定負債
　長期借入金
　退職給付引当金
　資産除去債務

3,292,670
1,465,869

390,700
520,471
139,365
270,831
143,437
38,919
40,839

280,795
1,440

2,824,146
2,601,402

217,848
4,895

　現金及び預金 944,954
　受取手形 974,110
　売掛金 1,305,029
　商品及び製品 627,576
　仕掛品 12,458
　原材料及び貯蔵品 114,183
　前払費用 45,079
　未収消費税 19,165
　繰延税金資産 64,628
　関係会社短期貸付金 475,555
　その他 13,995
　貸倒引当金 △1,382
固定資産 5,280,412
　有形固定資産 3,575,954
　 建物 2,132,532
　 構築物 108,143
　 機械及び装置 810,630
　 車両運搬具 1,122
　 工具、器具及び備品 88,020 負債合計 6,116,816
　 金型 240,233 （純資産の部）
　 土地 190,871 株主資本

　資本金
　資本剰余金
　 資本準備金
　 その他資本剰余金
　利益剰余金
　 利益準備金
　 その他利益剰余金
　 特別償却準備金
　 別途積立金
　 繰越利益剰余金
　自己株式
評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金
新株予約権

3,746,714
332,059
558,860
379,117
179,743
2,855,882

10,600
2,845,282

38,621
118,000

2,688,660
△87
1,911
1,911
10,323

　 建設仮勘定 4,400
　無形固定資産 188,586
　 借地権 83,452
　 ソフトウエア 91,995

その他 13,138
　投資その他の資産 1,515,871
　 投資有価証券 5,526
　 関係会社株式 1,228,384
　 出資金 350
　 関係会社長期貸付金 19,444
　 破産更生債権等 548
　 長期前払費用 59,293
　 繰延税金資産 65,978
　 その他 136,904
　 貸倒引当金 △558 純資産合計 3,758,950

資産合計 9,875,767 負債・純資産合計 9,875,767
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損 益 計 算 書

（自 平成
至 平成

28
28

年
年

１
12

月
月

１
31

日
日）

（単位：千円）
科 目 金 額

売上高
　商品及び製品売上高 10,070,675
　その他の売上高 100,310 10,170,985
売上原価
　商品及び製品売上原価

商品及び製品期首たな卸高 560,688
　当期商品及び製品仕入高 3,397,293
　当期製品製造原価 3,759,566
　商品及び製品期末たな卸高 627,576 7,089,971

その他の売上原価 85,356
売上原価合計 7,175,328

　 売上総利益 2,995,657
販売費及び一般管理費 2,196,924
　 営業利益 798,733
営業外収益
　受取利息 5,647
　受取配当金 144
　仕入割引 249
　助成金収入 15,119
　貸倒引当金戻入額 7
　為替差益 1,269
　その他 19,357 41,794
営業外費用
　支払利息 14,671
　その他 1,857 16,529
　 経常利益 823,997
特別利益
　固定資産売却益 798 798
特別損失
　固定資産除却損 30,336 30,336
　 税引前当期純利益 794,459
　 法人税、住民税及び事業税 293,472
　 法人税等調整額 △21,888 271,583
　 当期純利益 522,875
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株主資本等変動計算書
（自 平成

至 平成
28
28

年
年

１
12

月
月

１
31

日
日）

（単位：千円）
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

利益
準備金

その他
利益剰余金
特別償却
準備金

当期首残高 332,059 379,117 179,743 558,860 10,600 60,592
当期変動額

特別償却準備金の取崩 △21,970
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － － － － △21,970
当期末残高 332,059 379,117 179,743 558,860 10,600 38,621

　
株主資本 評価・換算

差額等

新株予約権 純資産
合計

利益剰余金

自己株式 株主資本
合計

その他
有価証券

評価差額金
その他利益剰余金 利益剰余金

合計別途積立金 繰越利益
剰余金

当期首残高 118,000 2,314,279 2,503,472 △87 3,394,304 2,252 － 3,396,556
当期変動額

特別償却準備金の取崩 21,970 －
剰余金の配当 △170,464 △170,464 △170,464 △170,464
当期純利益 522,875 522,875 522,875 522,875
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △340 10,323 9,982

当期変動額合計 － 374,381 352,410 － 352,410 △340 10,323 362,393
当期末残高 118,000 2,688,660 2,855,882 △87 3,746,714 1,911 10,323 3,758,950
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個 別 注 記 表
　
１．重要な会計方針
（1）有価証券の評価基準及び評価方法

①子会社株式
　移動平均法による原価法を採用しております。

②その他有価証券
時価のあるもの
　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）を採用しております。
時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。
　
（2）たな卸資産の評価基準及び評価方法

①商品及び製品、原材料、仕掛品
　総平均法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
を採用しております。

②貯蔵品
　最終仕入原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用
しております。

（3）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）

　定額法によっております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
　

建物 ３～26年
構築物 ２～20年
機械及び装置 ２～12年
車両運搬具 ４～６年
工具、器具及び備品 ２～20年
金型 ２年

②無形固定資産（リース資産を除く）
　定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用しております。
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③リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

④長期前払費用
　均等償却によっております。

（4）引当金の計上基準
①貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等
特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上してお
ります。
　なお、数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内
の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理して
おります。

（5）退職給付に係る会計処理の方法
　退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理方法は連結計算書類におけるこれら
の処理と異なっております。

（6）その他計算書類作成のための重要な事項
消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

２．会計上の見積りの変更に関する注記
　 （固定資産の耐用年数の変更）

当社は、平成28年２月23日開催の取締役会において、岡山新工場の建設（大阪ブロー工場からの移
転）を決議致しました。これにより、利用不能となる一部の有形固定資産について耐用年数を変更し
ております。なお、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ15,246千円
減少しております。

　
３．貸借対照表に関する注記
（1)関係会社に対する資産及び負債

短期金銭債権 36,431千円
長期金銭債権 59,400千円
短期金銭債務 38,095千円
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（2)有形固定資産の減価償却累計額 6,096,718千円

（3)担保付債務
担保付債務

１年内返済予定の長期借入金 70,752千円
長期借入金 166,385千円
　計 237,137千円

当該債務は子会社の工場の担保提供を受けております。
　
（4)保証債務

以下の関係会社について、金融機関からの借入金に対し債務保証を行っております。
株式会社共栄プラスコ 109,560千円

　
（5)事業年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当事業年

度末日は金融機関が休日であったため、次の事業年度末日満期手形が事業年度末残高に含まれております。
受取手形 82,886千円

（6)運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行４行と貸出コミットメントライン契約及び当座貸越契約を締
結しております。これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
貸出コミットメントライン及び当座貸越極度額の総額 1,600,000千円

借入実行残高 －千円
差引額 1,600,000千円

４．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

営業取引高
売上高 138,757千円
仕入高 30,853千円
その他営業取引の取引高 526,591千円

営業取引以外の取引高 12,747千円
　

５．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式数

普通株式 40株
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６．税効果会計関係に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

①流動資産
　繰延税金資産
　未払事業税 11,032千円

　未払賞与 36,936千円

　未払法定福利費 11,682千円

　その他 4,976千円

繰延税金資産（流動）合計 64,628千円

②固定資産
　繰延税金資産
　退職給付引当金 66,716千円

　一括償却資産に係る損金算入限度超過額 1,253千円

　会員権評価損 9,175千円

　減価償却超過額 11,652千円

　資産除去債務 1,498千円

その他 3,393千円

　小計 93,690千円

　評価性引当額 △9,477千円

繰延税金資産（固定）合計 84,212千円

　繰延税金負債
　資産除去債務に対応する除去費用 △181千円

　その他有価証券評価差額金 △843千円

　特別償却準備金 △17,209千円

繰延税金負債（固定）合計 △18,234千円

繰延税金資産（固定）純額 65,978千円
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７．関連当事者との取引に関する注記
（1）子会社及び関連会社等

種類 会社等の名称
議決権の

所有(被所有)
割合（％）

関連当事者
との関係 取引の内容

取引金額
（千円）
(注)３

科目 期末残高
（千円）

子会社
株式会社

共栄プラスコ 所有
直接100.0

資金の貸付、
担保被提供

資金の貸付
(注)１ 50,000 関係会社

短期貸付金 470,000貸金の回収
(注)１ ―

利息の受取
(注)１ 4,481 流動資産

その他 1,310

当社銀行借入
に対する担保

被提供（注）２
237,137 ― ―

子会社 竹本容器（昆山）
有限公司

所有
直接100.0

資金の貸付先、
役員の兼任

資金の回収
(注)１ 56,805

関係会社
短期貸付金 5,555
関係会社

長期貸付金 19,444
利息の受取

(注)１ 1,148 流動資産
その他 125

取引条件及び取引価額の決定方針等
（注）１．資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保は受け

入れておりません。
　 ２．当社の金融機関からの借入れに対して、子会社から担保の提供を受けているものであり、取引金額

は借入債務の期末残高を記載しております。なお、保証料の支払いを行っておりません。
　 ３．取引金額には消費税が含まれておりません。
　
　
８．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 659.72円
１株当たり当期純利益金額 92.02円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 91.94円
　

　
９．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

事業報告書 2017年03月03日 15時29分 $FOLDER; 38ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

連
結
計
算
書
類

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類

38

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
平成29年２月22日

竹本容器株式会社
　取締役会 御中

新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山 﨑 博 行 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 廿 楽 真 明 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、竹本容器株式会社の平成28年１月１日から平成
28年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株
主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的
な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算
書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及び
その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討す
ることが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、竹本容器株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益
の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
平成29年２月22日

竹本容器株式会社
　取締役会 御中

新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山 﨑 博 行 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 廿 楽 真 明 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、竹本容器株式会社の平成28年１月１日から
平成28年12月31日までの第66期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びそ
の附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細
書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の
基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施すること
を求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手
続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要
な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書
　当監査等委員会は、平成28年1月1日から平成28年12月31日までの第66期事業年度における取締役の職
務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。
１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並
びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築
及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の
方法で監査を実施しました。
　① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会
議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求
め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。ま
た、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会
社から事業の報告を受けました。
　② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査
人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事
項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の
通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
２．監査の結果
（1） 事業報告等の監査結果
　 ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと
　 認めます。
　 ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は
　 認められません。
　 ③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。
　 また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、
　 指摘すべき事項は認められません。
（2） 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
（3） 連結計算書類の監査結果

会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　 平成29年２月22日
　 竹本容器株式会社 監査等委員会

常 勤 監 査 等 委 員 石 川 雅 郎 ㊞
監 査 等 委 員 二 宮 洋 ㊞
監 査 等 委 員 穴 田 信 次 ㊞
監 査 等 委 員 田 中 達 也 ㊞

(注) 監査等委員 石川雅郎、二宮洋、穴田信次、田中達也は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に
規定する社外取締役であります。

　 以 上
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金の処分の件
　剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

１．期末配当に関する事項
　当事業年度の期末配当につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必
要な内部留保を確保しつつ、配当性向水準に留意し、以下のとおりとさせていただきた
いと存じます。

（1）配当財産の種類
金銭

（2）株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金 16 円 総額 90,914,560 円

（3）剰余金の配当が効力を生じる日
平成29年３月29日
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
　本総会終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名が任期満了とな
りますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名の選任をお願いするものであ
ります。
　取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 所有する

当社株式の数

１
竹　本　笑　子
たけ もと えみ こ

（昭和50年８月21日生）

平成28年度取締役会への出席状況
開催16回
出席16回

出席率100％

平成11年 ６ 月 当社入社
平成13年 ７ 月 当社営業本部副本部長
平成16年 ３ 月 当社取締役就任
平成16年12月 当社代表取締役社長（現任）
平成18年 １ 月 上海竹本容器包装有限公司董事長

竹本容器（昆山）有限公司董事長

1,685,000株

【取締役候補者とした理由】
竹本笑子氏は、平成16年３月に当社取締役に就任、同年12月から当社代表
取締役社長に就任しております。厳しい事業環境のなか、ボトルパッケージ
ングメーカーとして、当社の持続的成長のための基盤を確実なものとして発
展させるべく、常に高い見地から経営トップとして卓越した経営手腕を発揮
してきました。
同氏がこれまで多岐にわたる分野で培ってきた幅広く深い知見と経験に裏打
ちされたリーダーシップは、今後も当社グループの経営において必要不可欠
であると判断することから、取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 所有する

当社株式の数

２

深　澤　隆　弘
ふか ざわ たか ひろ

（昭和45年５月23日生）

平成28年度取締役会への出席状況
開催16回
出席16回

出席率100％

平成12年 ９ 月 当社入社
平成16年 ３ 月 当社取締役就任
平成16年11月 当社海外事業部長
平成17年 ６ 月 Takemoto Packaging Inc. President
平成18年 ７ 月 当社企画開発部門担当
平成19年 ４ 月 当社海外担当
平成20年 １ 月 当社経理部門担当
平成20年 ５ 月 当社総務兼経理部門担当
平成20年11月 当社営業部門担当
平成22年 ４ 月 当社営業企画室担当
平成22年10月 当社生産部門担当
平成23年 ６ 月 当社常務取締役（現任）
平成25年 １ 月 上海竹本容器包装有限公司総経理（現任）

竹本容器（昆山）有限公司総経理（現任）
平成26年 ４ 月 Takemoto Packaging Inc.

President （現任）
平成27年 １ 月 上海竹本容器包装有限公司董事長（現任）

竹本容器（昆山）有限公司董事長（現任）
＜重要な兼職の状況＞
上海竹本容器包装有限公司 董事長
竹本容器（昆山）有限公司 董事長
Takemoto Packaging Inc. President

265,400株

【取締役候補者とした理由】
深澤隆弘氏は、平成16年３月に当社取締役に就任、平成23年６月から当社
常務取締役に就任しております。同氏は当社の海外事業の拡大にこれまでも
貢献してきており当社が今後海外事業に注力していくにあたり、その実績、
能力、経験が当社の経営に欠かせないものと判断し、取締役候補者といたし
ました。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 所有する

当社株式の数

３

竹　本　えつこ
たけ もと

（昭和51年10月16日生）

平成28年度取締役会への出席状況
開催16回
出席16回

出席率100％

平成13年 ４ 月 当社入社
平成18年 ４ 月 当社執行役員企画開発部担当
平成22年10月 当社執行役員中国担当
平成22年11月 当社執行役員中国担当兼上海竹本容器包装

有限公司総経理、竹本容器（昆山）有限公
司総経理

平成23年 ３ 月 当社取締役（現任）
平成25年 １ 月 当社中国担当
平成25年 ２ 月 当社企画開発部、特許開発室、技術部担当
平成26年 １ 月 当社企画開発部長
平成27年 ４ 月 当社企画開発総監
平成27年 ９ 月 Takemoto Netherlands B.V. President

（現任）
＜重要な兼職の状況＞
Takemoto Netherlands B.V. President（現任）

305,100株

【取締役候補者とした理由】
竹本えつこ氏は、平成23年３月に当社取締役に就任、平成27年９月から当
社 の ヨ ー ロ ッ パ の 拠 点 と し て オ ラ ン ダ に 設 立 し ま し た Takemoto
Netherlands B.V.のPresidentを兼務しております。今後、当社の海外事業
に注力していくにあたり、その実績、能力、経験が引き続き当社の経営に欠
かせないものと判断し、取締役候補者といたしました。

４

戸　田　琢　哉　
と だ たく や

（昭和40年8月11日生）

平成28年度取締役会への出席状況
開催16回
出席16回

出席率100％

平成 元 年 ４ 月 日興証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株
式会社）入社

平成11年 ２ 月 東京三菱証券株式会社（現三菱ＵＦＪモル
ガンスタンレー証券株式会社）入社

平成17年 7 月 株式会社バリュークリエーション入社
平成19年12月 エイチ・エス証券株式会社入社
平成24年 ４ 月 当社入社 執行役員経営企画室長
平成27年 ２ 月 当社管理部門統括兼経営企画室長（現任）
平成27年 ３ 月 当社取締役（現任）

1,400株

【取締役候補者とした理由】
戸田琢哉氏は、平成27年３月に当社取締役に就任、総務、経理、経営企画室
を統括しております。当社グループの中長期的成長への戦略策定力と実行力
を有する者として、その実績、能力、経験が引き続き当社の経営に欠かせな
いものと判断し、取締役候補者といたしました。

　

（注）1. 当社は竹本容器（昆山）有限公司に対して資金の貸付及び債務保証を行っております。
2. 取締役候補者深澤隆弘氏は、当社の子会社である上海竹本容器包装有限公司及び竹本容器（昆山）有限公司の董事長、

Takemoto Packaging Inc. Presidentを兼務しており、当社は各社と営業上の取引関係があります。
3. 取締役候補者竹本えつこ氏は、当社の子会社であるTakemoto Netherlands B.V. Presidentを兼務しており、当社と営

業上の取引関係があります。
4. その他の候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

以 上
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〈メ モ 欄〉
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門

仲
見
世

銀座線
田原町駅

つくばエクスプレス
浅草駅

都営浅草線
浅草駅

卍

卍

浅草寺

東本願寺 雷門通り

浅草通り

浅草ROX
東武
スカイツリーライン
浅草駅

銀座線
浅草駅

株 主 総 会 会 場 ご 案 内
　

日 時 　平成29年３月28日（火曜日）午前10時（開場：午前9時）
会 場 　東京都台東区西浅草三丁目17番１号

　 浅草ビューホテル ４階「飛翔の間」
（注） 午前９時より、★印周辺に係員を配置いたします。

　

　

交 通 　電車のご利用案内
　 つくばエクスプレス「浅草駅」Ａ２出口徒歩１分
　 東京メトロ銀座線「田原町駅」３番出口徒歩７分
　 東京メトロ銀座線「浅草駅」１番出口徒歩10分
　 東武スカイツリーライン「浅草駅」松屋出口徒歩10分
　 都営地下鉄浅草線「浅草駅」Ａ４出口徒歩13分

竹本容器株式会社
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